
参
加
者
募
集

働
き
盛
り
の「
健
康
実
践
セ
ミ
ナ
ー
」

12
月
集
団
健（
検
）診
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
教
室
は
働
き
盛
り
の
人
た

ち
の
生
活
習
慣
病
予
防
、
メ
タ
ボ

予
防
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
今

年
度
の
テ
ー
マ
は「
肉
体
の
ア
ン

チ
エ
イ
ジ
ン
グ
を
始
め
て
み
ま
せ

ん
か
。
メ
ダ
リ
ス
ト
も
実
践
し
て

い
る
フ
ィ
ジ
カ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

で
、
理
想
の
身
体
と
心
を
手
に
入

れ
よ
う
！
」で
す
。

　

初
回
は
、
体
の
ゆ
が
み
を
測
定

し
、
自
分
の
姿
勢
を
チ
ェ
ッ
ク
し

ま
す
。

　

こ
の
ゆ
が
み
の
情
報
か
ら
筋
肉

な
ど
の
張
り
や
緩
み
の
状
態
を
知

り
、
自
分
に
あ
っ
た
運
動
を
ア
ド

バ
イ
ス
い
た
し
ま
す
。

　

脱
メ
タ
ボ
、本
気
で
や
っ
て
み
た

い
方
を
経
験
豊
か
な
ト
レ
ー
ナ
ー

が
し
っ
か
り
鍛
え
ま
す
。
皆
さ
ま

の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

日
程

　

平
成
31
年
１
月
23
日（
水
）、

　

30
日（
水
）、
２
月
６
日（
水
）

 

計
３
日
間

　

今
年
度
の
健（
検
）診
は
お
済
み

で
す
か
。
町
で
は
春
、
秋
の
集
団

健（
検
）診
に
続
き
、
12
月
に
も
集

団
健（
検
）診
を
実
施
し
ま
す
。
今

回
は
平
日
受
診
で
き
な
い
方
に
も

受
け
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
日

曜
日
に
健（
検
）診
を
実
施
し
ま
す
。

　

健
康
で
過
ご
す
た
め
に
も
、
年

に
一
度
は
健（
検
）診
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

健
診
種
別

● 

特
定
健
診

　

 （
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
40
〜
74
歳
/
１
、０
０

０
円
）

※ 

平
成
31
年
３
月
31
日
時
点
で
、

40
、
50
、
60
歳
の
節
目
年
齢
の

方
は
無
料
で
す
。

● 
基
本
健
診

　

 （
39
歳
ま
で
/
１
、０
０
０
円
・

75
歳
以
上
/
無
料
）

● 

胃
が
ん
検
診

　
（
40
歳
以
上
/
１
、５
０
０
円
）

● 

大
腸
が
ん
検
診

　
（
40
歳
以
上
/
１
、０
０
０
円
）

日
時

　

12
月
16
日（
日
）

時
間

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

場
所

　

エ
コ
ー
ル
み
よ
た

　
　
　

あ
つ
も
り
ホ
ー
ル

対
象

　

町
民
の
う
ち
30
〜
65
歳
ま
で
の

方（
定
員
30
名
）

内
容

　

ゆ
が
み
測
定
、
筋
力
チ
ェ
ッ
ク
、

ス
ト
レ
ッ
チ
、
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
な

ど講
師

　

一
般
社
団
法
人
健
康
福
祉
広
域

支
援
協
会
、
ボ
デ
ィ
ー
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ
ニ
ン
グ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
佐
久
平
総
合
リ
ハ
ビ
リ

セ
ン
タ
ー
所
属
理
学
療
法
士
、

パ
ー
ソ
ナ
ル
ト
レ
ー
ナ
ー
、
健
康

運
動
指
導
士

申
込
締
め
切
り

　

平
成
31
年
１
月
11
日（
金
）

持
ち
物

　

動
き
や
す
い
服
装
、
タ
オ
ル
、

室
内
シ
ュ
ー
ズ
、
飲
み
物
、
ヨ
ガ

マ
ッ
ト
ま
た
は
バ
ス
タ
オ
ル

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

 

（
32
）２
５
５
４

受
付
時
間

　

午
前
８
時
30
分
〜
10
時
30
分

　
（
時
間
差
受
付
）

場
所

　

保
健
セ
ン
タ
ー

　
（
役
場
東
玄
関
側
）

　

す
で
に
お
申
し
込
み
い
た
だ
い

て
い
る
方
に
は
、
12
月
上
旬
ま
で

に
問
診
票
な
ど
を
送
付
い
た
し
ま

す
。

　

詳
細
は
、
問
診
票
な
ど
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　
指
定
の
時
間
に
都
合
が
悪
い
場

合
は
、
お
早
め
に
保
健
福
祉
課
健

康
推
進
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
か
ら
健（
検
）診
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
12
月
７
日（
金
）ま
で

に
健
康
推
進
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

 

（
32
）２
５
５
４

― 

脱
メ
タ
ボ
！
！

 　

10
歳
若
返
り
を
目
指
す

 　
　

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
術

 　

仕
事
を
し
な
が
ら

 

健
康
づ
く
り
！ 
―

便
利
で
簡
単
、そ
し
て
お
得
!!

国
民
年
金
保
険
料
は
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

も
ご
利
用
で
き
ま
す
！

メ
リ
ッ
ト
①
…
便
利
！

　

金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
へ

支
払
い
に
行
く
時
間
と
手
間
が
省

け
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
会
社
が
立
替
納
付
を
行
う

た
め
、
納
め
忘
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

メ
リ
ッ
ト
②
…
簡
単
！

　
「
国
民
年
金
保
険
料
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
納
付
申
出
書
」に
必
要

事
項
を
ご
記
入
い
た
だ
き
、
年
金

事
務
所
へ
郵
送
す
る
だ
け
で
手
続

き
で
き
ま
す
。

メ
リ
ッ
ト
③
…
お
得
！

　

お
得
な
前
納
割
引
納
付
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
会
社
に
よ
っ
て
は
ポ
イ
ン
ト
が

付
与
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
を
ご
検
討
く

だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

小
諸
年
金
事
務
所

 

０
２
６
７（
22
）１
４
８
２

　

保
健
福
祉
課
国
保
年
金
係

 

（
31
）２
５
１
２
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近
年
、
用
水
路
へ
の
ご
み
の
不

法
投
棄
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
用
水
路
周
辺
で
草
刈
り
な

ど
を
さ
れ
る
場
合
に
は
、
刈
り

取
っ
た
草
な
ど
は
絶
対
に
用
水
路

に
流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
そ
の

ご
み
が
下
流
で
詰
ま
り
、
思
わ
ぬ

用
水
の
維
持
管
理・水
質
保
持
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

事
故
を
引
き
起
こ

す
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
有
害
物

質
を
含
む
ご
み
が

用
水
路
に
流
入
し

た
場
合
は
、
水
質

汚
染
に
も
つ
な
が

り
か
ね
ま
せ
ん
。

用
水
路
に
限
ら
ず
、

ご
み
の
不
法
投
棄

は
犯
罪
行
為
で
あ

り
、
罰
則
が
科
さ

れ
ま
す
。

　

下
流
で
は
、
そ

の
用
水
を
使
っ
て

農
業
を
営
む
方
が

い
る
こ
と
を
心
に

留
め
て
、
用
水
の

維
持
管
理
・
水
質

保
持
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

● 

用
水
路
の
管
理
に
つ
い
て

　
　

産
業
経
済
課
耕
地
林
務
係

 

（
32
）３
１
１
３

● 

ご
み
の
不
法
投
棄
に
つ
い
て

　
　

町
民
課
環
境
衛
生
係

 

（
32
）３
１
１
４

ごみなどによって詰まった用水路

　

自
衛
官
候
補
生
の
応
募
資
格
が

次
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

変
更
前

　

採
用
予
定
月
の
１
日
現
在
、
18

歳
以
上
27
歳
未
満
の
者
で
、
日
本

国
籍
を
有
し
、
か
つ
自
衛
隊
法
第

38
条
第
１
項
に
規
定
す
る
欠
格
事

由
に
該
当
し
な
い
者

変
更
後

　

採
用
予
定
月
の
１
日
現
在
、
18

歳
以
上
33
歳
未
満
の
者（
た
だ
し
、

32
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予

定
月
の
１
日
か
ら
起
算
し
て
３
月

に
達
す
る
日
の
翌
月
の
末
日
現
在
、

33
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限

る
。）で
、
日
本
国
籍
を
有
し
、
か
つ

自
衛
隊
法
第
38
条
第
１
項
に
規
定

す
る
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
者

　

詳
細
は
次
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

自
衛
隊
上
田
地
域
事
務
所

 
０
２
６
８（
22
）５
２
６
７

自
衛
官
等
の

応
募
資
格
変
更

　

広
報
や
ま
ゆ
り
11
月
号
掲
載

の「
運
動
会
特
集
」に
関
す
る
記

載
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
訂

正
し
て
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

■
訂
正
箇
所　

18
、
19
ペ
ー
ジ

誤　

９
月
23
日
杉
の
子
保
育
園

　
　

９
月
15
日
雪
窓
幼
稚
園

正　

９
月
23
日
杉
の
子
幼
稚
園

　
　

９
月
15
日
雪
窓
保
育
園

訂
正
と
お
詫
び

こ
ん
に
ち
は
農
業
委
員
会
で
す

■
農
業
委
員
会
事
務
局（
32
）3
1
1
3

　

例
年
、
冬
の
間
に
、
多
く
の

農
地
の
貸
借
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
農
地
の
貸
借
を
行
う
場

合
に
は
、
農
地
法
等
の
規
定
に

基
づ
く
手
続
が
必
要
で
す
。
今

回
は
、
農
地
の
貸
借
を
行
う
た

め
に
必
要
な
手
続
を
紹
介
し
ま

す
の
で
、
ご
確
認
い
た
だ
き
、

貸
借
を
行
う
前
に
、
貸
し
手
と

借
り
手
で
期
間
や
賃
借
料
等
の

条
件
を
調
整
し
、
手
続
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
制
度
に

よ
り
対
象
と
な
る
農
地
や
借
り

手
の
条
件
が
異
な
る
た
め
、
詳

細
に
つ
い
て
は
事
務
局
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

① 

農
地
法
に
基
づ
く
貸
借

　

農
地
法（
昭
和
27
年
法
律
第
２

２
９
号
）第
３
条
の
規
定
に
よ
り
、

農
業
委
員
会
の
許
可
を
取
得
す

る
こ
と
で
貸
借
が
成
立
し
ま
す
。

② 

農
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定

に
よ
る
貸
借

　

提
出
い
た
だ
い
た
所
定
の
様

式
を
基
に
、
町
が
貸
借
の
計
画

（
農
地
利
用
集
積
計
画
）を
策
定

し
、
計
画
が
公
告
さ
れ
る
こ
と

で
貸
借
が
成
立
し
ま
す
。

③ 

農
地
中
間
管
理
事
業
に
よ
る

貸
借

　

農
地
中
間
管
理
機
構（
長
野
県

農
地
の
貸
借
に
は
必
ず
手
続
が
必
要
で
す

農
業
開
発
公
社
）を
介
し
て
農
地

の
貸
借
を
行
う
制
度
で
す
。
所

有
者
が
機
構
に
農
地
を
貸
付
け

た
後
、
機
構
と
借
り
手
の
間
で

貸
借
が
行
わ
れ
ま
す
。
農
業
振

興
地
域
内
の
農
地
に
限
定
さ
れ
、

借
り
手
に
つ
い
て
も
制
限
が
あ

り
ま
す
が
、
機
構
が
間
に
入
る

こ
と
で
貸
借
料
や
終
期
の
管
理

が
確
実
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

認
定
農
業
者
等
が
新
規
に
３

年
以
上
の
期
間
で
、
農
地
利
用

集
積
計
画
の
決
定
ま
た
は
農
地

中
間
管
理
事
業
に
よ
っ
て
借
り

受
け
る
場
合
は
、
補
助
金（
御
代

田
町
農
地
利
用
促
進
事
業
補
助

金
）の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
手
続
を
行
わ
ず
に

農
地
の
貸
借
を
行
う
と
罰
金
等

に
処
さ
れ
た
り
、
貸
借
が
条
件

と
な
る
補
助
制
度
や
、
相
続
税

な
ど
の
税
制
の
特
例
が
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

農
業
者
年
金
の
経
営
移
譲
年

金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
方
、

相
続
税
・
贈
与
税
の
納
税
猶
予

を
受
け
て
い
る
方
は
、
農
地

の
貸
借
を
行
う
と
、
各
機
関

へ
届
出
等
が
必
要
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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